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い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
を
契
機
に
公
開
が
進
み
は
じ
め
た
外
交

文
書
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
興
味
深
く
感
じ
た
の
は
、
安
保
改
定
や

沖
縄
返
還
交
渉
を
担
当
し
た
外
務
官
僚
た
ち
が
、
交
渉
に
よ
っ
て
生

ま
れ
る
新
し
い
関
係
と
既
存
の
条
約
体
系
や
法
律
、
慣
行
と
の
整
合

性
を
維
持
す
る
こ
と
に
、
た
い
へ
ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
で
い
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
戦
後
日
本
外
交
の
基
本
枠
組
み
を
構
成
し
て
き
た

の
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
日
米
安
保
条
約
、
そ
し
て

憲
法
第
九
条
で
あ
る
。
外
務
省
の
文
書
公
開
は
、
実
務
者
の
レ
ベ
ル

で
こ
の
基
本
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
た
の
か
、
実
態

を
示
し
た
こ
と
に
ひ
と
つ
の
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
外
交
政
策
は
、
国
際
情
勢
の
分
析
と
そ
れ
を
支
え
る
国
際
政
治

へ
の
洞
察
と
、
条
約
や
国
際
法
、
慣
行
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
作
り

史
料
が
語
る

日
本
外
交
●3

戦
後
日
本
の
安
全
保
障
形
態
（
中
間
報
告
）

新
し
い
安
全
保
障
体
制
の

模
索
と
苦
悩

戦
後
日
本
の
安
全
保
障
政
策
は
、

い
か
な
る
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

米
軍
駐
留
を
め
ぐ
る
外
務
省
の
苦
悩
と
吉
田
の
決
断
が
、

公
開
さ
れ
た
外
交
文
書
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

関
西
学
院
大
学
准
教
授

楠
綾
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出
さ
れ
る
秩
序
、
そ
れ
に
国
内
政
治
と
の
組
み
合
わ
せ
で
作
ら
れ
て

い
く
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

敗
戦
国
日
本
が
国
際
社
会
へ
復
帰
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
そ
の

営
み
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
外
務
省
は
、
独
立
後
の
日
本
が
ど
の
よ

う
に
安
全
保
障
を
確
保
す
べ
き
な
の
か
、
国
際
政
治
の
現
実
に
照
ら

し
合
わ
せ
つ
つ
法
律
的
見
地
か
ら
検
討
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。
そ
の

軌
跡
を
示
す
文
書
の
ひ
と
つ
、
外
務
省
条
約
局
が
一
九
四
七
年
一
〇

月
に
ま
と
め
た
報
告
書
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

米
国
に
よ
る
安
全
保
障
の
可
能
性
を
探
る

　

安
全
保
障
を
米
国
に
依
存
す
る
こ
と
が
外
務
省
内
で
有
力
な
選
択

肢
と
し
て
具
体
性
を
帯
び
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
四
七
年
九
月
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
春
を
迎
え
る
こ
ろ
に
は
、
米
ソ
対
立
は
後
戻

り
で
き
な
い
ほ
ど
に
深
刻
化
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
国
連
に
よ
る
安

全
保
障
と
い
う
、
戦
争
を
放
棄
し
た
日
本
が
取
り
得
る
数
少
な
い
手

段
の
有
効
性
を
失
わ
せ
る
も
の
と
懸
念
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
危
機
感

を
反
映
し
て
、
当
時
の
芦
田
均
外
相
と
外
務
省
幹
部
は
、
日
米
間
に

特
別
の
協
定
を
結
び
、
有
事
の
際
に
米
軍
に
日
本
国
内
の
基
地
を
提

供
す
る
、
有
事
駐
留
方
式
を
考
え
出
し
た
の
だ
っ
た
。

　

一
〇
月
に
入
っ
て
か
ら
、
芦
田
外
相
の
指
示
で
、
条
約
局
は
安
全

保
障
の
方
式
が
い
か
な
る
形
態
を
取
り
得
る
か
を
あ
ら
た
め
て
検
討

し
た
。
条
約
課
が
ま
と
め
た
「
戦
後
日
本
の
安
全
保
障
形
態
（
中
間

報
告
）」（
一
九
四
七
年
一
〇
月
二
五
日
）
は
、
八
つ
の
方
式
を
次
の

よ
う
に
類
型
化
し
て
分
析
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、「
対
日
管
理
機
関
の
兵
力
に
よ
る
安
全
保
障
」
で
あ
る
。

対
日
講
和
条
約
の
履
行
を
監
視
す
る
目
的
で
連
合
軍
が
日
本
に
駐
屯

す
る
場
合
、
そ
の
軍
事
力
が
日
本
の
安
全
を
保
障
す
る
役
割
も
担
う

と
考
え
ら
れ
た
。

　

第
二
に
、「
国
際
連
合
の
管
理
に
よ
る
安
全
保
障
」
で
あ
り
、
こ

れ
は
（
ａ
）「
ト
リ
エ
ス
ト
方
式
」、
す
な
わ
ち
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約

で
処
遇
が
決
定
さ
れ
た
ト
リ
エ
ス
テ
地
域
の
よ
う
に
、
日
本
を
非
軍

事
化
、
中
立
化
し
、
そ
の
独
立
保
全
を
安
全
保
障
理
事
会
が
保
障
す

る
方
式
と
、（
ｂ
）
日
本
を
国
連
総
会
の
監
督
下
に
置
く
「
信
託
統

治
制
度
方
式
」
の
二
類
型
で
あ
る
。

　

第
三
に
、「
連
合
国
共
同
の
安
全
保
障
」
と
し
て
は
、（
ａ
）
ワ
シ

ン
ト
ン
会
議
で
調
印
さ
れ
た
九
ヵ
国
条
約
を
モ
デ
ル
に
、
日
本
に
利

害
関
係
を
も
つ
国
が
日
本
の
主
権
と
独
立
、
領
土
的
・
行
政
的
保

全
を
尊
重
す
る
規
定
を
講
和
条
約
中
に
設
け
る
「
九
国
条
約
方
式
」、

（
ｂ
）「
ロ
カ
ル
ノ
方
式
」、
す
な
わ
ち
一
九
二
五
年
に
締
結
さ
れ
た

ロ
カ
ル
ノ
条
約
を
モ
デ
ル
に
、
極
東
諸
国
間
に
国
境
の
維
持
や
特
定

地
域
の
非
武
装
化
、
相
互
不
可
侵
、
紛
争
の
平
和
的
処
理
な
ど
を
規

定
す
る
条
約
を
結
ぶ
方
式
、
さ
ら
に
（
ｃ
）
ソ
連
を
除
外
し
た
地
域
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的
安
全
保
障
協
定
、「
共
同
防
衛
方
式
」
が
考
え
ら
れ
る
。

　

第
四
に
、「
一
国
（
米
国
）
単
独
の
安
全
保
障
」
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
は
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、（
ａ
）
一
九
四
七
年
三
月
に
締

結
さ
れ
た
米
比
協
定
を
モ
デ
ル
に
、
米
国
に
基
地
を
提
供
す
る
と
と

も
に
相
互
防
衛
を
約
す
る
「
米
比
協
定
方
式
」
と
、（
ｂ
）「
政
治
的

安
全
保
障
」、
す
な
わ
ち
、
沖
縄
や
グ
ア
ム
な
ど
日
本
周
辺
の
戦
略

的
要
衝
に
米
軍
が
展
開
す
る
結
果
、
副
次
的
に
日
本
の
安
全
が
保
障

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
方
式
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
諸
方
式
を
条
約
課
は
、「
法
的
に
み
て
又
政
治
的
に
見
て

実
現
性
の
あ
る
も
の
か
ど
う
か
、
又
実
現
可
能
と
し
て
有
効
に
作
用

し
う
る
も
の
で
あ
る
か
」
を
検
討
し
た
。
紙
幅
の
関
係
で
詳
細
は
省

く
が
、
冷
戦
の
激
化
と
い
う
全
体
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
既
存
の
、

も
し
く
は
過
去
の
条
約
・
協
定
、
国
連
憲
章
の
適
用
範
囲
や
法
的
効

力
を
基
準
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
の
実
現
可
能
性
や
実
効
性
が
緻
密

に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
、「
戦
争
を
放
棄
し
、
軍
備
を

喪
失
し
、
国
防
の
自
主
性
を
失
っ
た
」
日
本
に
と
っ
て
、「
満
足
な
安

全
保
障
の
方
式
が
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
っ
て
、
我
国
の
死
活
の
運

命
は
、
我
国
を
め
ぐ
る
主
要
諸
国
の
協
調
、
勢
力
均
衡
等
の
外
的
条

件
に
懸
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
」。
た
だ
「
大
胆
な
憶

測
を
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
」、
有
力
な
方
式
は
「
対
日
管
理
機
関
の
兵

力
に
よ
る
安
全
保
障
」
と
「
政
治
的
保
障
」
の
複
合
形
態
と
な
ろ
う
。

米
国
に
よ
る
安
全
保
障
へ
の
た
め
ら
い

　

こ
れ
は
、
実
質
的
に
は
米
国
に
安
全
保
障
を
依
存
す
る
と
い
う

案
で
あ
っ
た
。「
対
日
管
理
機
関
の
兵
力
」
は
米
軍
が
中
心
に
な
る

と
考
え
ら
れ
た
し
、「
政
治
的
安
全
保
障
」
と
は
、
太
平
洋
地
域
の

排
他
的
な
支
配
を
根
幹
と
す
る
米
国
の
冷
戦
戦
略
を
利
用
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
有
事
駐
留
方
式
の
よ
う
に
明
示
的
に
米
国
に

依
存
す
る
と
い
う
案
で
は
な
い
。
中
間
報
告
で
は
、
国
連
憲
章
第

五
一
、五
二
条
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
に
国
際
的
正
統
性
が
与
え
ら
れ

る
「
米
比
協
定
方
式
」
は
、
国
連
加
盟
国
が
資
格
案
件
に
な
る
可
能

性
は
あ
っ
た
も
の
の
、
有
効
な
方
式
で
あ
ろ
う
と
評
価
さ
れ
て
い

る
。
国
連
が
機
能
し
な
い
現
状
で
も
っ
と
も
実
効
的
な
安
全
保
障
装

置
は
、
第
五
一
条
の
規
定
す
る
集
団
的
自
衛
の
措
置
だ
と
考
え
ら
れ

た
た
め
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
地
提
供
は
選
択
肢
と
し

て
は
忌
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

ひ
と
つ
は
、
憲
法
に
組
み
込
ま
れ
、
講
和
条
約
で
も
規
定
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
日
本
の
非
武
装
化
、
非
軍
事
化
政
策
と
、
基
地
の
提
供
や

相
互
防
衛
を
内
容
と
す
る
安
全
保
障
協
定
と
は
両
立
し
な
い
可
能
性

が
大
き
い
こ
と
だ
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
ソ
連
を
対
象
と
す
る
相

互
防
衛
条
約
が
、
安
全
保
障
の
手
段
と
し
て
実
効
的
な
ぶ
ん
、
逆
に

ソ
連
を
刺
激
す
る
お
そ
れ
の
高
い
こ
と
だ
っ
た
。
明
白
に
ソ
連
と
敵



93

対
す
る
陣
営
に
属
す
る
こ
と
は
、
軍
備
を
も
た
な
い
日
本
に
と
っ
て

大
き
な
覚
悟
を
要
す
る
決
断
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
中
間
報
告
は
、
そ
れ
ま
で
外
務
省
内
で
進
め
ら
れ
た
講
和
条

約
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
。
同
時
に
、
米
ソ
対
決
を
基
調
と
す
る
国

際
情
勢
と
そ
れ
に
よ
っ
て
国
連
が
機
能
し
な
い
現
実
を
直
視
し
た
、

初
め
て
の
分
析
で
あ
っ
た
。
日
本
が
取
り
得
る
諸
方
式
の
法
的
性
格

は
、
こ
の
文
書
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
以
後
外
務
省
内
で
は
国
連
に

よ
る
安
全
保
障
や
地
域
的
安
全
保
障
の
諸
方
式
は
検
討
対
象
か
ら
ほ

ぼ
外
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
の
問
題
が
認
識
さ

れ
て
い
る
点
は
、
国
際
政
治
学
の
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
。

吉
田
茂
の
選
択

　

先
に
挙
げ
た
二
つ
の
問
題
点
を
克
服
し
な
い
か
ぎ
り
、
外
務
省
が

米
国
へ
の
基
地
提
供
を
積
極
的
に
選
択
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

突
破
口
が
見
出
さ
れ
た
の
は
一
九
五
〇
年
春
、
西
村
熊
雄
条
約
局
長

が
、
お
そ
ら
く
国
連
憲
章
第
四
三
条
を
念
頭
に
、
米
国
へ
の
基
地
提

供
に
「
西
太
平
洋
地
域
の
全
般
的
安
全
保
障
」
を
支
え
る
と
い
う
目

的
を
与
え
る
こ
と
を
考
え
出
し
た
と
き
だ
っ
た
。
西
村
は
、
日
米
間

協
定
に
国
連
憲
章
の
理
念
の
服
を
ま
と
わ
せ
、
非
武
装
化
政
策
と
の

整
合
性
や
ソ
連
と
の
関
係
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、日
米
協
定
の
法
的
根
拠
を
国
連
憲
章
に
置
く
こ
と
は
、

そ
の
後
の
外
務
省
が
一
貫
し
て
要
求
し
つ
づ
け
た
点
で
あ
っ
た
。

　

米
国
へ
の
基
地
提
供
は
、最
終
的
に
は
吉
田
茂
の
決
断
で
あ
っ
た
。

吉
田
は
、早
期
講
和
を
実
現
し
沖
縄
の
主
権
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

米
国
へ
の
基
地
提
供
が
必
要
だ
と
判
断
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
彼

は
、
日
米
協
定
が
ソ
連
を
抑
止
す
る
効
果
を
重
く
み
た
。
日
本
が
自

衛
権
を
も
つ
以
上
、
米
国
に
基
地
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ん
ら
問
題

は
な
い
と
考
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
吉
田
に
と
っ

て
外
務
省
の
研
究
に
価
値
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
外
務
省
が
日
本
の
取
り
得
る
安
全
保
障
の
諸
方
式

を
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
検
討
し
、
米
国
に
安
全
保
障
を
依
存
す
る

以
外
の
選
択
肢
は
現
実
に
可
能
で
は
な
い
と
の
結
果
を
導
き
出
し
て

い
た
こ
と
が
、
吉
田
の
判
断
を
支
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

外
務
省
の
研
究
成
果
は
、
吉
田
の
決
断
が
米
国
と
の
交
渉
を
経
て
、
日

米
安
保
条
約
や
行
政
協
定
と
い
う
形
に
具
体
化
さ
れ
る
際
に
活
用
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
外
務
官
僚
の
地
道
な
実
務
作
業
と
政
治
家
の
決
断
が
結

び
つ
い
た
と
き
に
外
交
上
の
大
き
な
成
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
、講
和・

安
保
条
約
の
形
成
過
程
は
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
■

く
す
の
き　

あ
や
こ　

一
九
七
三
年
生
ま
れ
。神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
修
了
。

博
士
（
政
治
学
）。
大
阪
大
学
研
究
員
を
経
て
、
二
〇
一
〇
年
よ
り
現
職
。
著
書
に

『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』
が
あ
る
。




